
内
閣
衆
質
一
六
四
第
六
六
号

平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
赤
い
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
賞
品
と
す
る
川
口
賞
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。

平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日
受
領

答

弁

第

六

六

号



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
赤
い
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
賞
品
と
す
る
川
口
賞
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
川
口
賞
は
、
決
裁
を
経
て
創
設
さ
れ
た
。
そ
の
決
裁
書
に
は
、
顕
彰
の
名
称
、
顕
彰
実
施
要
領
等
が
記
載
さ
れ

て
い
る
。

二
に
つ
い
て

選
考
委
員
会
の
委
員
（
以
下
「
選
考
委
員
」
と
い
う
。
）
は
、
星
野
晶
子
氏
（
元
外
務
省
改
革
に
関
す
る
「
変
え
る
会
」

委
員
）
、
田
幸
大
輔
氏
（
元
外
務
省
改
革
推
進
本
部
事
務
局
長
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
）
、
外
務
大
臣
秘
書
官
、
外
務
大
臣
秘
書
官

事
務
取
扱
、
外
務
省
大
臣
官
房
総
務
課
長
及
び
同
人
事
課
長
で
あ
る
。

選
考
委
員
に
は
、
公
平
性
及
び
透
明
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
外
務
省
職
員
で
な
い
者
も
選
ば
れ
た
。

選
考
委
員
の
う
ち
外
務
省
職
員
で
な
い
者
に
対
し
て
、
謝
礼
が
支
払
わ
れ
た
。

三
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
又
は
外
務
省
の
内
規
に
基
づ
く
処
分
を
受
け
た
者
が
川
口
賞
を
受

賞
し
た
事
例
は
あ
る
。

一



四
に
つ
い
て

選
考
委
員
会
の
会
合
及
び
授
賞
式
は
、
勤
務
時
間
内
に
行
わ
れ
た
。

五
に
つ
い
て

受
賞
者
に
対
し
て
は
、
御
指
摘
の
「
赤
い
Ｔ
シ
ャ
ツ
」
が
授
与
さ
れ
た
。
「
赤
い
Ｔ
シ
ャ
ツ
」
は
、
川
口
順
子
外
務
大
臣

（
当
時
）
の
私
費
に
よ
り
購
入
さ
れ
た
。

六
に
つ
い
て

川
口
賞
の
授
与
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
六
年
六
月
後
は
、
行
わ
れ
て
い
な
い
。
川
口
賞
の
授
与
を
行
わ
な
い
こ
と
に
つ
い

て
、
外
務
省
と
し
て
決
定
を
行
っ
た
こ
と
は
な
い
。

七
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
は
、
川
口
賞
を
創
設
し
、
外
務
省
職
員
に
授
与
し
た
こ
と
が
、
外
務
省
職
員
の
士
気
の
向
上
に
寄
与
す
る

も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

外
務
省
に
お
い
て
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
川
口
順
子
外
務
大
臣
の
在
任
中
に
国
家
公
務
員
法
の
規
定
に
基
づ
く
懲
戒
処

二



分
を
受
け
た
外
務
省
職
員
は
、
三
十
五
人
で
あ
る
。

九
に
つ
い
て

外
務
省
に
お
い
て
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
川
口
順
子
外
務
大
臣
の
在
任
中
に
外
務
省
の
内
規
に
基
づ
く
処
分
を
受
け
た

外
務
省
職
員
は
、
百
三
十
八
人
で
あ
る
。

三


